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産学公民連携共同研究事業について 

～企業・大学・研究機関等との連携～ 
 

〇佐藤花帆、江原均、小木曽武史（川崎市環境総合研究所） 

 

多様化、複雑化する環境課題の解決に向けて、企業・大学・研究機関等と連携し、

先進的な環境技術やネットワーク等を活用した共同研究事業に取り組んでいる。この

事業では、共同研究者に対して研究に必要なフィールドの提供や研究費用の一部支援

などを行うことで新たな環境技術等の研究・開発を支援し、その成果を市内の環境改

善につなげることを目指している。ここでは、川崎市環境総合研究所が、現在実施し

ている産学公民連携による共同研究事業について発表する。 

 

１ はじめに 

近年の多様化、複雑化する環境課題の解決に向けて、企業・大学・研究機関等、各

主体が幅広く連携し、それぞれが有する最新の知見、先進的な技術、ネットワーク等

を活用しながら取り組むことが効果的であり、重要となっている。 

川崎市では、平成１９年度から産学公民連携共同研究を実施している。共同研究者

に対して、研究に必要なフィールドの提供や研究費用の一部支援などを行うことで新

たな環境技術等の研究・開発を支援し、その成果を地域社会に還元するとともに、環

境技術・環境研究の集積を図っている。 

ここでは、様々な技術・ノウハウを持った主体との連携による共同研究事業が、環

境分野における新たな行政課題の解決に向けてどういった貢献ができるのか、今年度

実施している研究事例を通じて発表する。 

 

２ 共同研究事業の概要 

2.1 共同研究事業の対象分野 

対象とする研究分野は「脱炭素社会の構築」「循環型社会の構築」「自然共生型社会

の構築」「安全・安心で質の高い社会の構築」の４分野であり、「成果を川崎市内に還

元でき、地域の環境改善につながるもの」「川崎発の環境技術開発や環境関連研究を

促進するもの」「環境技術・環境研究の市内集積につながるもの」のいずれかに当ては

まるものを条件としている。 

 

2.2 共同研究事業の特徴 

川崎市からは、市内フィールドの提供、環境技術の広報等があり、共同研究者から

は、先進的な環境技術、専門的手法・知見、経営資源等の提供あり、両者がそれぞれ

の強みを活かせる共同研究を実施する。その成果が、地域の環境課題の解決や、環境

技術の市内集積となることなどを目的としている。 
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共同研究事業は、公募型と連携型の２つの区分がある。公募型は、例年４月頃に公

募をして審査を経て決定する。上限 200 万円/年の範囲内において共同研究者に研究

委託をしており、研究成果を市政に反映させることを目的とするとともに、市民への

情報発信として環境セミナーや川崎国際環境技術展への参加を条件としている。連携

型は、年間を通して随時受付をしており、個別に審査をして決定する。研究費の支援

はないが、共同研究者は、市のフィールドを使った調査研究を行うことができるとい

うメリットがある。研究期間はどちらの区分も最長３年間であり、庁内の関係所管課

長により構成された委員会において、事業の審査・研究成果の報告等、事業全般の管

理を行っている。 

 

３ 実施中の共同研究事例 

3.1 再エネ×IoT を利用したクリーンモビリティによる CO2削減に関する研究 

＜区分：公募型／分類：脱炭素／共同研究者：株式会社サンオータス／実施年度：令

和４～６年度＞ 

市内の交通部門における脱炭素を推し進めるため、

次世代自動車等の導入促進や各インフラにおける拠点

整備等が急務となっている。この研究では、再生可能

エネルギーを由来とする電力を活用した EV カーシェ

ア拠点を市内各地に設置し、「CO2 排出量の少ない交通

手段の提供」と「次世代自動車の導入・活用」を進め

る。本実証実験を通じて削減された CO2の見える化を

図ることで、市民への行動変容を促す。 

 

3.2 分光凍結技術を駆使した川崎発の脱炭素藻類株の単離 

＜区分：公募型／分類：脱炭素／共同研究者：株式会社シアノロジー／実施年度：令

和５年度～＞ 

2050 年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロに

することが求められている。この研究では、川崎市の

フィールド（池、川、海など）から藻類を採取し、培

養を行い、川崎発の有用な微細藻類株を単離する。令

和５年度に二ケ領用水・渋川から得られた株は、有用

な株の候補であることがわかった。また、毒性のある

種は駆除する方法について検討する。微細藻類は、光

エネルギーと CO2を利用した光合成により、CO2を吸収するとともに、高付加価値物質

としてバイオプラスチックやバイオジェット燃料等に活用されることが期待される。 

 

3.3 暑熱環境下の現場労働者の生体反応の解明とウェアラブルエアコンの暑さ対策

と省エネ効果の検証 

図１ カーシェア拠点（LiSE 駐車場） 

図２ 培養した藻類 
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＜区分：公募型／分類：脱炭素、安全安心／共同研究者：株式会社富士通ゼネラル／

令和４～６年度＞ 

気候変動による問題は年々、深刻化しており、過酷な

労働現場における熱中症対策や脱炭素化への取組が急

務となっている。この研究では、首に装着して頸動脈を

冷やす身に着けるエアコンである「ウェアラブルエアコ

ン」を実際の現場労働者に装着してもらい、作業時の生

体反応データや暑さの主観評価などを総合的に分析す

る。更にオフィスでの使用についての実証実験を行い、

既存のエアコンの代替手段としての電力削減効果の検証を行う。このウェアラブルエ

アコンの使用による、効果的な暑さ対策や電力削減効果の検証を行う。 

 

3.4 社会調査と環境実測による熱中症発生要因の特定とエアコンを含む実効的な対

策の設計 

＜区分：公募型／分類：脱炭素、安全安心／共同研究者：国立大学法人東京大学／実

施年度：令和５年度～＞ 

気候変動による気温上昇が問題とされる中、高齢者の

熱中症対策は重要となっている。この研究では、市内の高

齢者に対するアンケート調査とそのデータ解析（回答者

の属性、被害の有無、対策の実施状況）を通じて、熱中症

に脆弱な人々や環境を特定し、効果的な対策方法を見出

す。住居内環境の実測を通じて、熱中症発生要因の特定と

エアコンを含む実効的な対策の設計を目指す。 

 

3.5 皮膚ガスを指標とする「みどり」のストレス軽減効果に関する調査研究 

＜区分：連携型／分類：安全安心／共同研究者：学校法人東海大学／実施年度：令和

５～６年度＞ 

 街路樹や公園緑地などの「みどり」が日々の生活におい

て重要な役割を担っているが、その「みどり」がもたらす

メリットはや効用はどの程度なのかが明確でない。「みど

り」がもたらす効用としてヒトの健康・快適性に着目し、

その評価に生体試料として「皮膚ガス」を用いたストレス

軽減効果の検証を行う。得られた科学的知見に基づき、

多くの市民が改めて「みどり」の価値を認識できること

を目指す。 

皮膚ガスとは、体表面から放散される微量生体ガスのことで、ヒトの身体的、生理

的、心理的状態等に反映する。この生体ガスを測ることで心身のストレスや疲労、そ

の他の健康状態を把握することができる。 

図４ 送付した調査票 

図３ データ取りの様子 

図５ 腕に装着した皮膚ガス 

採取キット 
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3.6 廃棄植物由来バイオプラスチックに関する技術実証 

＜区分：公募型／分類：脱炭素、循環型／共同研究者：株式会社ヘミセルロース／実

施年度：令和５年度～＞ 

地球規模での資源・廃棄物制約や海洋プラスチックごみ

問題が注目される中、バイオプラスチックの実用性向上に

よる石油由来プラスチックの代替促進が期待されている。

研究初年度となる令和５年度は、梨の剪定枝とさつまいも

のつるを利用し、ヘミセルロース抽出条件等の検討を行

い、バイオプラスチックを作製した。今後は、バイオプ

ラスチックの土中及び海洋生分解性を検証し、石油由来

製品からの代替促進を目指す。「未利用・廃棄植物由来バ

イオプラスチック」を開発し、石油由来プラスチックを代替することで、CO2排出量を

削減する。 

 

3.7 東扇島東公園周辺海域における生物相の調査及び海洋プラスチックごみや温暖

化などの影響に関する調査 

＜区分：連携型／分類：脱炭素、循環型、自然共生型／共同研究者：スナイプバレー

合同会社／実施年度：令和５年度～＞ 

海の環境は、海洋プラスチックごみや温暖化などの影

響を受け、大きく変化しているが、その実態が広く市民

に知られていない。この研究では、東扇島東公園周辺海

域において、潜水での海洋プラスチックごみの実態把握

や海洋温暖化による影響の調査を実施し、環境イベント

や出前講座を通じてその結果を発信する。身近な海の魅

力を伝えていくとともに、環境意識の向上とプラスチッ

クに対する市民への行動変容を促す。 

 

４ おわりに 

脱炭素社会への貢献や気候変動問題への適応など、多様化、複雑化する環境課題の

解決に向けて、企業・大学・研究機関等、様々な技術・ノウハウを持った主体との連

携による共同研究を行うことで、お互いにメリットのある共同研究を推進している。

今後も、共同研究成果の情報発信による市民の環境意識の向上など、広くその成果を

地域社会に還元するとともに、環境技術、環境研究の集積を図っていく。 

 

 

 

図６ さつまいものつるを利用 

したバイオプラスチック 

図７ みなと祭り出展の様子 
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低周波音に対する心理的反応 

 

横島 潤紀（神奈川県環境科学センター） 森長 誠（大同大学） 

牧野 康一 土肥 哲也 横山 栄 小林 知尋（小林理学研究所） 

山崎 徹（神奈川大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

低周波音に関する苦情は以前から一定数存在しており、近年では、家庭用ヒ

ートポンプ給湯機などから生じる運転音・振動等による不眠等の症状も訴えら

れています。このように、周辺が静かな地域における低レベルの低周波音に関

する苦情が増えているため、多くの地方公共団体はその対応に苦慮しています。

令和 4 年度公害苦情調査結果報告書 1)によると、令和 4 年度に新規に受け付け

た低周波音に係る苦情の件数は 287 件で、令和３年度に引き続き高水準でした。 

低周波音が人に及ぼす影響及びそのメカニズムには不明な点も多く、さらな

る研究が不可欠です。低周波音を特徴付ける感覚の一つに、圧迫感・振動感が

あります 2)。圧迫感・振動感とは、低周波音により身体の一部が圧迫される、

もしくは振動する感覚のことです。この先行研究において、うるささ等の他の

印象と比べて圧迫感・振動感を優先して感じる領域が、周波数と音圧レベルの

二次元グラフで示されています。しかし、この先行研究も含め既往研究では、

圧迫感・振動感を知覚している身体の部位に関する議論は十分とはいえません。

本研究は、低周波音による圧迫感・振動感による人への影響を定量的に評価す

る第一歩とし、圧迫感・振動感に着目した心理評価実験の結果を報告します。 

 

２．神奈川県環境科学センターでの対応状況 

実験結果を報告する前に、当センターにおける低周波音に係る苦情対応につ

いて説明します。当センターでは、県内市町村の環境部局等からの依頼で、騒

音・振動・低周波音に係る測定・評価に関する技術的支援を行っています。表

１に示すとおり、平成 30 年度から令和 4 年度までの 5 年間における技術支援

の件数から、全件数の約 67%を低周波音が占めています。また、その発生源と

して、近隣施設が 8 件、発生源不明が 5 件あり、騒音や振動に対する苦情とは

異なる特徴があります。これらの低周波音に対する苦情の申立て内容は、圧迫

感・振動感も含む心理的影響に起因するものが大半でした。加えて、その心理

的影響が引き金となり、不眠や体調不良を訴える事例も多く見られました。 

低周波音を特徴付ける感覚として圧迫感・振動感の存在が報告されています。

しかし既往研究では、身体のいずれの部位で、人が圧迫感・振動感を知覚して

いるのかは明確にされていません。本研究では、圧迫感・振動感の知覚に着目

した心理評価実験を行いました。その結果、耳の奥や頭部で知覚している人が

多いことがわかりました。さらに、耳の奥または頭部において、音圧レベルに

より圧迫感・振動感の知覚割合を推計できる式を周波数別に構築しました。 
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表１ 環境科学センターでの技術支援の件数（平成 30 年度～令和 4 年度） 

発生源 

発生要因 
事業場 近隣施設 交通機関 不明 合計 

騒音 5 0 4 0 9 

振動 1 0 3 0 4 

低周波音 11 8 2 5 26 

合計 17 8 9 5 39 

 

３．心理評価実験 

圧迫感・振動感を知覚する部位、また音圧レベルと知覚割合との関係を明ら

かにするために、当センター、大同大学、神奈川大学及び（一財）小林理学研

究所の共同研究として心理評価実験（以下、「実験」と記す。）を実施していま

す。本実験は、2021 年 10 月から 12 月の期間に、図１に示す小林理学研究所内

の低周波音実験室で実施しました。 

（１）実験室 

実験室の天井には、低周波音を発生させるた

めに、直径 38 cm のスピーカー16 個が取り付

けられています。実験室のサイズは 2.8 m 

(L)×2.1 m (W)×2.2 m (H)です。 

（２）刺激 

本実験に用いた刺激は 20 秒間の純音（1 つの

周波数の成分だけで構成される音）です。周波

数は 10、20、40、50、63、80 及び 160 Hz の 7

条件、音圧レベルは、周波数により異なります

が、40～100 dB の範囲の 7 条件とし、計 40 種

類の刺激を実験に用いました。 

（３）実験参加者 

実験参加者は、20 代～50 代の成人 30 名で、音響に関する特別な知識は有し

ていない方としました。性別は男女半々、年齢も 20 代・30 代と 40 代・50 代で

半々としました。また、実験参加者の方々には、実験開始前に聴力検査を受け

ていただき、いずれの方も正常な聴力を有することを確認しました。 

（４）実験の手順 

実験は 1 名単位で実施しました。実験参加者は、実験室内の椅子に座り、ラ

ンダムに割り当てた 40 種類の刺激を順番に聴取しました。それぞれの刺激を

聴取した直後に，実験室内のモニターに表示された質問に対し、マウスやキー

ボードを用いて、圧迫感・振動感について評価しました。具体的には、最初に、

圧迫感・振動感に対する知覚の有無に関する評価を行いました。続いて「感じ

た」と回答した場合にのみ、それを知覚した人体の部位（耳の周り、耳の奥、

頭部、胸部、腹部、その他）について、複数回答可で評価しました。 

図１ 低周波音実験室  
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４．結果及び考察 

（１）圧迫感・振動感を知覚する人体の部位 

表２には、圧迫感・振動感を知

覚した人体の部位に関して、それ

ぞれの部位の組合わせで整理した

回答数（上位 10 番目まで）を示し

ています。なお、実験全体での刺

激の総数は 1200、そのうち圧迫

感・振動感を知覚した刺激の総数

は 830 でした。回答数が最も多か

った組合わせとしては、「耳の奥」

単独が 172 でした。続いて、「耳の

奥」・「頭部」の組合わせが 104、

「頭部」単独が 98、「耳の周り」単

独が 67、「耳の周り」・「耳の奥」・

「頭部」の組合わせが 58 でした。

また、部位別に回答数を整理する

と、「耳の奥」が 515 と最も多く、続いて「頭部」が 406 となりました。 

（２）音圧レベルと圧迫感・振動感を感じる割合との関係 

上記の結果から、回答数が多い「耳の奥」と「頭部」に着目し、音圧レベル

と圧迫感・振動感の知覚割合との関係を周波数別（160 Hz を除く 10～80 Hz の

6 周波数）に整理したものを図２に示します。いずれの部位も、音圧レベルが

増加すると、知覚割合が増加する傾向を確認できます。また、周波数別に知覚

割合を比較すると、10 Hz 及び 20 Hz が低い反面、40 Hz 及び 50 Hz が高い傾

向を示しています。また、63 Hz に関しては、「耳の奥」では 80 dB 以上、「頭

部」では 90 dB では知覚割合が低下しています。これは、本稿には掲載してお

りませんが、「胸部」や「腹部」において圧迫感・振動感の知覚割合が急増した

ために、「耳の奥」や「頭部」での知覚が抑制されたと解釈しています 3)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 音圧レベルと圧迫感・振動感の知覚割合との関係 

表２ 圧迫感・振動感を知覚した 

人体の部位の組合わせ数 

部位数 回答数 

耳の奥 172 

耳の奥・頭部 104 

頭部 98 

耳の周り 67 

耳の周り・耳の奥・頭部 58 

耳の周り・耳の奥 54 

耳の周り・耳の奥・頭部・胸部 25 

胸部 24 

耳の奥・頭部・胸部 24 

耳の周り・頭部 22 
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以上の結果を踏まえ、圧迫感・振動感が「耳の奥」または「頭部」のいずれ

かで知覚される可能性が高いことから、その知覚割合を音圧レベルの関数とし

た推定式を構築しました。圧迫感・振動感の有無を目的変数とし、音圧レベル、

性別（２条件）、年齢（２条件）、騒音感受性（２条件）を説明変数として、多

重ロジスティック回帰分析の手法を適用しました。図３に、圧迫感・振動感を

知覚しやすいと考えられる周波数 40 Hz 及び 50 Hz を対象に、音圧レベルによ

る知覚割合の推定結果を表示しています。なお、推定式の構築にあたり、性別、

年齢などの個人属性の構成割合は、本実験参加者のものを当てはめました。 

 
p：知覚割合 (%) 

SPL：音圧レベル (dB) 

 

周波数 40 Hz 𝑝 = 100 ൛1 + 𝑒(ି.ଵଷ∗ௌା଼.)ൟ⁄  

 

周波数 50 Hz 𝑝 = 100 ൛1 + 𝑒(ି.଼∗ௌାହ.ଷଵଶ)ൟ⁄  

 

図３ 音圧レベルによる圧迫感・振動感の知覚割合の推定結果 

上記の推定式を用いることで、家屋内で測定される低周波音の卓越周波数が

40 Hz または 50 Hz の場合には、音圧レベルから圧迫感・振動感の知覚割合を

推定できることになります。その他の周波数においても、その精度は低下する

と考えられますが、推定式の構築は可能です。これらの推定式は、苦情の状況

を客観的に判断するための資料の一つとして活用できると考えています。 

 

５．おわりに 

本稿では、低周波音により生じる圧迫感・振動感に着目し、純音を刺激に用

いた心理評価実験の結果を報告しました。現在は、新幹線鉄道騒音と自動車交

通騒音、すなわち低周波数成分と可聴周波数成分のいずれも卓越する交通騒音

を対象とし、騒音全体の評価に低周波数成分の音が及ぼす影響を検討していま

す。これらの研究成果も踏まえて、交通騒音などの移動音源も含めて、低周波

数成分の音を十分に含む環境騒音の評価指標の構築を目指していきます。 

 

参考文献 

1) 公害等調整委員会事務局 (2023) 令和 4 年度公害苦情調査結果報告書． 

2) 中村俊一、時田保夫、織田厚 (1979) 超低周波音の生理・心理的影響と評価

に関する研究班報告書、昭和 55 年度文部省科学研究費｢環境科学｣特別研究． 

3) 横島潤紀、森長誠、牧野康一、土肥哲也、横山栄、小林知尋、山崎徹 (2022) 

低周波音による圧迫感・振動感に関する主観評価実験、神奈川県環境科学セ

ンター研究報告､No.45､p 17–23． 
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横浜市内の広域異臭への対応について 

 

 國府田 洋行（横浜市環境科学研究所） 

 

令和２年６月以降、三浦半島から横浜市にかけた東京湾岸を中心とし

た地域において、原因不明の異臭による通報が複数日、寄せられてい

る。横浜市では、関係機関と協力して原因究明を行っており、異臭の大

気の試料を採取し分析する体制を整えた。これまでの調査において、異

臭成分が液化石油ガスの燃焼由来やガソリン等の燃料の蒸発ガス由来

の成分であることが確認できたため、その概要について紹介する。 

 

 

１ はじめに 

横浜市では「ガスのような臭いがする」「硫黄のような臭いがする」 

といった通報が消防局、みどり環境局大気・音環境課等に寄せられた場

合に備えて、異臭の採取用機材を市庁舎や消防局庁舎等（全39か所）に

配備している。採取された気体は、環境科学研究所で定量できる物質

（有害大気汚染物質や燃料蒸発ガス成分、燃焼ガス成分など）について

分析を行う体制となっている。結果は、大気・音環境課で公表をし、市

民の皆様の安全・安心を提供することを目的としている。 

                        

２  調査方法 

2.1 試料採取方法 

 異 臭 が 発 生 し た 際 に 迅 速 に 大 気 試 料 を 採 取 で 

きるよう、市庁舎、消防局本庁舎等に採取用機材（テ

ドラーバック及び専用ポンプ）を配備している。大

気（異臭検体）を採取し、同じ地点において臭いの

しなくなった大気（無臭検体）を採取し、比較をし

てデータ解析している。     

 

2.2 キャニスターへ移行 

 テドラーバックで採取した大気試料は

あらかじめ真空状態にしたキャニスター

へ移し、分析を行う。 
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2.3 装置 

  キャニスターへ移した大気試料は、ガスクロマトグラフ質量分析

計（GC-MS）及びガスクロマトグラフ水素炎イオン化検出器（GC-FID）

で分析を行う。注意点として、高濃度の成分をGC-MSなどの分析装置

で分析すると、装置が高濃度の成分で汚染されてしまい、汚染除去で

きるまで分析ができなくなってしまうため、注意を払う必要がある。 

  最初に、試料中に含まれる物質を特定するための分析を行う。その

後、定量可能な物質については、試料中の各物質の濃度を算出する。 

   

 

 

 

 

 

   

 

                

 

2.4 測定対象物質 

  大気試料の測定対象物質は有害大気汚染物質等、光化学評価物質、

アルケンを分析装置で分析をしている。  
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３ 異臭の通報状況 

 令和６年４月１日時点の通報状況（通報短時間に複数の通報が寄せ

られたもの）は表２のとおりである。短時間で複数の通報があった計22

日のうち、８日で大気試料を採取でき、分析を行った。分析の有無は、

大気試料の採取をすることができ、環境科学研究所で分析できた場合

を「あり」としている。 

表２ 通報状況（短時間に複数の通報がよせられたもの） 

発 生 年 月 日  場 所  概 要  分 析 の 有 無  

R2.10.1 中 区 、 南 区 、 港 南 区 、 戸 塚 区  10 件 の 119 番 通 報 等  な し  

R2.10.3 中 区 、 港 北 区  25 件 の 119 番 通 報 等  な し  

R2.10.12 神 奈 川 区 、 西 区 、 中 区  16 件 の 119 番 通 報 等  あ り  

R2.10.26 金 沢 区  1 件 の 119 番 通 報  な し  

R2.11.6 金 沢 区  5 件 の 119 番 通 報 等  な し  

R3.3.4 金 沢 区  6 件 の 119 番 通 報 等  あ り  

R3.3.6 港 南 区 、 磯 子 区 、 金 沢 区 、 栄 区  6 件 の 119 番 通 報  あ り  

R3.3.11 中 区  4 件 の 119 番 通 報  あ り  

R3.4.30 神 奈 川 区 、 西 区 、 中 区 、 港 北 区  18 件 の 119 番 通 報 等  あ り  

R3.6.28 神 奈 川 区 、 西 区 、 中 区 、 南 区  12 件 の 119 番 通 報 等  あ り  

R3.9.20 金 沢 区  3 件 の 119 番 通 報  な し  

R4.2.12 中 区  3 件 以 上 の 119 番 通 報  な し  

R4.3.17 中 区 、 南 区 、 港 南 区 、 戸 塚 区  15 件 の 119 番 通 報  な し  

R4.3.24 中 区 、 南 区 、 港 南 区 、 磯 子 区  15 件 の 119 番 通 報 等  な し  

R4.5.17 金 沢 区  13 件 の 119 番 通 報 等  あ り  

R4.11.7 神 奈 川 区 、 西 区 、 南 区 、 保 土 ケ 谷 区  15 件 の 119 番 通 報 等  な し  

R5.3.30 鶴 見 区  3 件 以 上 の 119 番 通 報  な し  

R5.9.26 金 沢 区 、 磯 子 区  ７ 件 の 119 番 通 報 等  な し  

R5.9.27 磯 子 区 、 中 区 、 南 区  ６ 件 の 119 番 通 報 等  な し  

R5.12.25 金 沢 区 、 栄 区  4 件 の 119 番 通 報 等  な し  

R6.1.19 中 区 、 南 区 、 戸 塚 区 、 港 南 区  43 件 の 119 番 通 報 等  あ り  

R6.2.1 中 区 、 磯 子 区 、 港 南 区 、 戸 塚 区  15 件 の 119 番 通 報 等  な し  

 
 
４ 測定結果 

4.1 令和６年１月19日の結果の解析 

液化石油ガス（LPG）等の燃料に含まれ

るプロパン、ブタン及びイソブタンなど

が無臭検体や一般環境データに比べて高

い濃度で検出された。また、ガソリン等の

燃料の蒸発ガスなどに含まれるペンタン

も高い濃度で検出された。 
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4.2 令和６年１月19日の結果の環境基準等との比較  

ベンゼンやトリクロロエチレンなど、 

環 境 基 準 等 が 設 定 さ れ た 化 学 物 質 に つ い て

は、環境基準等を超える濃度の検出はなかっ

た。また、環境中の有害大気汚染物質による健

康リスクの低減を図るための指針となる数値

（指針値）の一部に関しても分析しているが、

指針値を超える濃度の検出はなかった。  

 

 

 

4.3 令和６年１月19日の発生源予測 

 異 臭 の 通 報 が あ っ た 日 時 の 風 向

等により、発生源を予測した。通報

があった時間帯の風向は、主に東か

ら 東 北 東 か ら 吹 い て い る 状 況 で あ

った。発生源は地図上に示した付近

又は、横浜市外の東北東の可能性が

ある。通報があった区に関しては、

地図上の枠で示している。風向と通

報があった地域を考慮すると、異臭

が あ っ た 大 気 は 矢 印 の と お り に 移

流したと予測される。発生源を特定

するまでには至らなかったが、異臭

通 報 の あ っ た 地 点 付 近 の 汚 染 気 塊

の流れは、臨海部から内陸部の方向

に流れていることが確認できた。   図５ 異臭大気の移流 

 

５ おわりに 

 現時点では横浜市内の広域異臭の発生源は不明である。 

こ れ ま で の 分 析 結 果 等 を 踏 ま え 、 他 自 治 体 と の 関 係 機 関 と 情 報 共 有 

を図りながら、引き続き対応をする必要がある。 

 

引用文献 

１）横浜市みどり環境局：令和２年10月以降、市内で発生している異

臭について、

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-

kankyo/kankyohozen/hozentorikumi/isyu.html 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-
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海岸に漂着するマイクロプラスチック 

～材木座海岸の大量漂着樹脂ペレットの発生源を探る～ 

 

宮澤 誠、〇辻 祥代、代田 寧、坂本 広美（神奈川県環境科学センター） 

 

 

１ はじめに 

 近年、ＭＰによる環境汚染が世界的な問題となっている。神奈川県環境

科学センターでは、海岸漂着や河川流下ＭＰ、またＭＰへ吸着した化学物

質の実態調査などについて 2017 年度から調査研究を継続している。中でも

相模湾については、複数地点において海岸に漂着するＭＰの調査を実施し、

発生源の推定やＭＰ削減のための基礎的なデータの蓄積を行っている１）。 

 

２ 目的 

 2018 年 12 月に鎌倉市の材木座海岸にて実施した調査において、製品の

原料として使用される樹脂ペレットの大量漂着が確認された（図１）。 

樹脂ペレットは一般家庭等からの流出は想定されず、発生源の特定が比

較的容易であると考えられたため、本研究では大量漂着した樹脂ペレット

の特徴や採取時の状況を再解析することで、発生源を推定することを目的

とした。 

 

図１ 材木座海岸 樹脂ペレット漂着量の経年変化 

2018 年度から 2021 年度にかけて調査研究部で実施したマイクロプラ

スチック（以下、ＭＰという。）の県内調査の一環で、鎌倉市の材木座海

岸付近にてＭＰの大量漂着が確認された。大量漂着したＭＰにはプラス

チック製品の原料として使用される樹脂ペレットが多かったことから、

発生源の特定が比較的容易であると考え再調査を行ったところ、この大

量漂着は不法投棄が原因の一つである可能性が示唆された。  
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３ 調査方法 

3.1 調査地点及び調査時期 

調査地点とした鎌倉市材木座海岸

は、鎌倉市を流れる二級河川の滑川の

左岸に位置する。2018 年度の調査は右

岸の由比ヶ浜海岸を含め複数地点で

実施した。大量漂着があった場所は滑

川河口の左岸部に位置し、2019 年以降

はこの地点で継続調査を実施した。ま

た調査時期は、観光客の影響が大きい

ことが想定される夏期を除いた春期、

秋期、冬期を選定した。       図２ 鎌倉市材木座海岸 調査地点  

                    出典：国土地理院ウェブサイト 

3.2 調査方法 

3.2.1  試料採取及び ＭＰ分離･分析方法 

 試料採取については、従前の調査によって調査地点間の比較ができるこ

とを確認した手法２）を採用した。まず調査地点の満潮線上において、漂着

物の多い部位を目視で 10 地点選び、そこに 40cm 四方の採取区画を設定し

た。その後、各採取区画の表面の砂を約３㎝すくい取り、4.75 ㎜メッシュ

のふるい通過物を試料として採取した。試料は実験室に持ち帰り、目視に

てＭＰを分離後、実体顕微鏡で１個ずつ顕鏡して形状と色を分類し、長軸

長さを計測した。各ＭＰの材質は赤外吸収スペクトルを測定して判別した。 

 

3.2.2 大量漂着した樹脂ペレットについての再解析 

 2018 年度に大量漂着があった樹脂ペレットについて、改めて形状などの

特徴を整理するとともに、日本プラスチック工業連盟を通じ、大量漂着し

た樹脂ペレットの製造方法や流通ルートについて情報収集を行った。 

 

3.2.3 潮の流れの解析 

 相模湾は通常反時計回りの潮流であることが分かっているため３）、当県

における他海岸漂着ＭＰ調査は河川の右岸を主として調査を実施している。

しかしながら、材木座海岸近傍には時計回り等の細かい潮の流れが存在し、

通常の潮流ではない可能性がある。そこで、海上保安庁ホームページの公

開データから材木座海岸近傍の潮の流れを解析し、ＭＰ採取時状況との関

連性を確認することで、大量漂着した樹脂ペレットの発生源を推定した。 

 

４ 結果 

4.1 大量漂着した樹脂ペレットの特徴について 

大量漂着した樹脂ペレットの形状及び材質に着目して分類を行ったとこ

ろ、「長軸長さ 3.4 ㎜未満」「ささくれ有が多い」といった、他の一般的な

樹脂ペレットとは異なる特徴を持つ樹脂ペレット（以下、ミニペレットと

いう。）が半数近くを占めていることが分かった（表１）。 

滑川  

由比ガ浜海岸  

材木座海岸  
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表１ 大量漂着した代表的な樹脂ペレット 

 分類 写真 イメージ図 特徴 

１ ミ ニ ペ レ ッ

ト 

 

 個数割合：約 46% 

①長軸 3.4mm 未満 

②材質 PE 

③白色半透明 

④ささくれ有が多い 

２ 切りアメ型 

(半透明) 

 

 個数割合：約 17% 

①長辺 3.4mm 以上 

②材質 PE 

③白色半透明 

３ 円盤型 

(半透明) 

 

 個数割合：約 15 % 

①長辺 3.6mm 以上 

②材質 PE 

③白色半透明 

 

このミニペレットの特徴から製造元、すなわち発生源の特定が可能では

ないかと想定されたため、日本プラスチック工業連盟を通じ情報収集を行

ったところ、当該ミニペレットは一般的な樹脂ペレット生産時の不良品で

あり、通常は流通せずに産業廃棄物として廃棄されるはずのものである可

能性が高いことが判明した。 

 

4.2 大量漂着時の潮流及び漂着状況について 

2018 年度から 2021 年度にかけて実施した調査日全てについて、調査当

日から 10 日前までの材木座海岸近傍の潮流を解析したところ、潮流データ

が解析可能であったいずれの調査日においても、明確な反時計回りの流れ

は確認されなかった（図３）。 

 
図３ 材木座海岸近傍の潮流（調査 10 日前～当日） 



- 16 - 
 

そのため、大量漂着の発生源は材木座海岸西側、すなわち滑川由来の可

能性もあるとして、改めて 2018 年の大量漂着時の樹脂ペレットについて、

継続調査地点以外の５地点も含めて再解析したところ、樹脂ペレットの漂

着は滑川の河口付近に集中していることが判明した（図４）。 

また、各地点に漂着した樹脂ペレット中のミニペレットの数を調べたと

ころ、こちらも滑川の河口付近の調査地点で多いことが併せて確認できた。

ミニペレットは通常産業廃棄物として廃棄されてしまうものであることか

ら、2018 年度調査の大量漂着は滑川への不法投棄が原因の一つである可能

性が示唆された。 

  

図４ 材木座海岸 2018 年 12 月調査 調査地点別樹脂ペレット漂着数 

 

５ おわりに 

 今回の調査において、2018 年度の樹脂ペレット大量漂着の状況を様々な

側面から再解析したところ、この大量漂着は鎌倉市内を流れる滑川への産

業廃棄物の不法投棄が原因の一つである可能性が示唆された。ただし、本

調査で製造ルートが判明したミニペレット以外の樹脂ペレットも材木座海

岸には多く漂着しているため、別の発生源が存在していることも十分に考

えられる。今後、更なる樹脂ペレットの漂着データの蓄積と、滑川付近の

現地調査を行うことで、より詳細な発生源推定を行う予定である。 

 

「引用文献」 

1)神奈川県環境科学センター調査研究部 マイクロプラスチック研究チー 

ム、相模湾漂着マイクロプラスチック（ＭＰ）の実態とその由来の推定＜

中間報告書＞（2019）、 

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/3464/2mprep20191.pdf 

2) 池貝隆宏、三島聡子、 長谷部勇太、 小林幸文、海岸漂着量の評価のた

めのマイクロプスチック採取方法（2017）、 全国環境研会誌、42、p197–202 

3）松山優治、 岩田静夫、 細田昌広、相模湾沿岸での流れの観測（1980）、

沿岸海洋研究ノート、18、p9‒17 

①  ②  
③  

④  

⑤  

⑥ 

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/3464/2mprep20191.pdf
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山下公園前海域における豊かな海づくりの取組 
 

〇浦垣 直子、小川 義人（横浜市環境科学研究所） 

 

 横浜市環境科学研究所と JFE スチール株式会社は、2013 年 10 月か

ら 2018 年３月まで山下公園前海域において共同研究を実施した。生

物のすみか・逃げ場などの機能を持つ生物付着基盤を設置した結果、

生物生息環境の改善効果が見られた。また、生物付着基盤を設置した

試験区において付着した生物により、１日あたり 8,400 kL の水が濾

過されていることが推計された。 

 

１ はじめに 

 横浜は日本有数の港町であり、臨海部は横浜市の顔として知られて

いる。しかし、横浜の海は、海底の貧酸素化や赤潮の発生により、夏場

には海底に光が届かず酸素濃度が低下し、生物にとっては過酷な環境

となっている。その原因の一つは、沿岸域の生物生息環境が失われ、生

物の数が減少し、生物による水質浄化能力が減少したことにある。 

そこで、横浜市環境科学研究所とＪＦＥスチール株式会社は、生物付

着基盤の設置による生物生息環境の改善と生物の水質浄化能力の回復

の効果について検証するため、2013 年 10 月から 2018 年３月まで山下

公園前海域において共同研究を実施した。2018 年４月以降は横浜市の

事業として引継ぎ、継続的に生物付着基盤の機能の確認を行っている。 

 

２  共同研究概要 

2.1 試験海域 

横浜を代表する観光地であり、ワールドトライアスロン・パラトライ

アスロンシリーズ横浜大会等のイベントを通じての情報発信の効果も

期待できることから、山下公園前海域（横浜市中区山下町）を共同研究

の実施場所に選定した。各種イベントや船舶の航行等に影響なく生物

付着基盤の設置作業を実施できることや、事後調査等の作業性を考慮

し、氷川丸の左舷側を試験海域とした（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 試験海域  
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2.2 生物付着基盤の設置概要 

 使用した生物付着基盤の概要を表１に示す。 

鉄鋼スラグを原料とする再生資材製品、自然石、山砂を用いて、浅場造

成を行った。 

３つの試験区（St.１～St.３）に図２のように生物付着基盤を設置

した。それぞれの試験区と同等の水深の場所に３つの対照区（St.４

～St.６）を設け、試験区との比較対象とした。 

2.3 調査日及び方法  

生物調査は試験区（St.１～St.３）及び対照区（St.４～St.６）を

対象に、潜水士による付着生物及び遊泳生物（ネクトン）の目視観

察・記録を行った。 

調査実施日を表２に示す。2013 年 10 月に試験区及び対照区におい

て生物付着基盤設置前の事前調査を行った。付着基盤設置後は 2015

年までは試験区及び対照区において、2016 年から 2017 年までは試験

区において、年４回の調査を実施した。2018 年以降は試験区において

年に１回程度の調査を実施している。 

 

 

３ 結果 

3.1 生物調査結果 

St.１（試験区）および St.４（対照区）における生物種類数の変化

を図４に示す。 

試験区（St.１）においては生物付着基盤設置後すぐに生物の増加

が見られた。2015 年８月及び 2017 年８月の調査では貧酸素や水温上

調 査 回 

20 1 3 年  1 0 月 10 日 （ 事 前 調 査 ）、 11 月 28 日  

20 1 4 年  2 月 13 日 、 5 月 28 日 、 8 月 27 日 、 11 月 28 日  

20 1 5 年  2 月 12 日 、 5 月 28 日 、 8 月 24 日 、 11 月 27 日  

20 1 6 年  1 月 15 日 、 5 月 30 日 、 9 月 5 日 、 11 月 30 日  

20 1 7 年  2 月 10 日 、 6 月 5 日 、 8 月 31 日  

20 1 8 年 以 降  20 1 8 年 10 月 4 日 、 201 9 年 1 月 28 日 、 201 9 年 8 月 27 日 、 202 0 年 10 月 12 日

20 2 1 年 10 月 27 日 、 20 2 2 年 10 月 24 日 、 202 3 年 11 月 28 日  

表 １  設 置 し た 生 物 付 着 基

 

図２ 平面図 

表２ 調査実施日  
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昇が原因とみられる生物の減少が起こったが、次の調査時には生物種

類数は回復しており、生物が生き残るために必要な環境が保たれてい

ることが示唆された。一方、対照区(St.４）の生物種類数は、調査を

実施した 2016 年１月までにほとんど確認されなかった。 

2018 年度以降も試験区（St.１）における生物種類数や組成などは

大きく変わっておらず、生物付着基盤の機能を維持し続けているもの

と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 濾水量の推計 

生物調査と併せて実施した水

質調査の結果、2013 年 10 月か

ら 2016 年１月までに水質

（COD、 DO、透明度など）に大

きな変化は見られなかった。海

水の入れ替わりがあるためと考

えられる。そこで、生物生息環

境の改善による水質浄化能力の

回復を定量的に評価するために、生物調査で確認された二枚貝綱やホ

ヤ綱といった濾過食性動物に注目し、それらの生物が持つ濾水量を試

算した。濾水量の原単位には複数の文献の平均値を用いた（表３）。 

生物付着基盤への生物の被度と、生物の体サイズから推定した 1 個

体あたりの付着面積をもとに、付着した生物の個体数を種類ごとに推

計した。また、生物調査の際に生物を一定量採取し、１個体あたりの

平均湿重量を求めた。これらの数値を用いて付着した生物による濾水

量を推計したところ、試験区（St.１～３）の合計で１日あたり 8,400 

kL（キロリットル）と推計された。  

 種 名  
濾 水 量 原 単 位  
（ L/湿 g/日 ）  文 献  

二

枚

貝

網  

ム ラ サ キ イ ガ イ  26 . 9  1 )  

ミ ド リ イ ガ イ  26 . 9※  －  

ホ ト ト ギ ス ガ イ  26 . 9※  －  

マ ガ キ  32 . 2  2 )  

ホ

ヤ

網  

シ ロ ボ ヤ  15 . 5  3 ) 4 )  

エ ボ ヤ  13 . 2  5 )  

カ タ ユ ウ レ イ ボ ヤ  6. 7  4）6) 7 )  

表３  濾過食性動物と濾水量の原単

図４ 試験区（St.１）、対照区（St.４）における生物種類数の変化 

※ ム ラ サ キ イ ガ イ の 数 値 を 用 い た  

2016 年１月以降  

測定データなし  

S t .１ の 生 物 種 類 数  

St .４ の 生 物 種 類 数  
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４ 調査結果の情報発信について 

 共同研究の取組や成果を広く発信するため、2023 年３月から横浜ベ

イブリッジスカイウォークにおいてパネルの常設展示やリーフレット

の配布を行っている。また、2023 年９月には研究概要を解説した記念

サインを山下公園内の氷川丸側のバルコニーの付近に設置した。 

 さらに共同研究で得られた成果を横浜市内の小学生を対象とした環

境教育出前講座で紹介しているほか、横浜市内で開催される海洋都市

横浜うみ博などの海関連のイベント出展時にも紹介している。 

 

５  おわりに 

共同研究により生物付着基盤を設置することによって生物生息環境

の改善に有効であることが確認できた。また、生物付着基盤を設置し

た試験区において付着した生物による濾水量を試算した結果、１日あ

たり 8,400 kL と推計された。 

本共同研究は、公民が連携して生物付着基盤造成が新たな付加価値

を創出することを示した他に事例のない画期的なプロジェクトとし

て、第５回エコプロアワード国土交通大臣賞および令和３年度土木学

会環境賞（Ⅱグループ）を受賞した。 

本研究で得られた成果を今後の横浜港の環境改善の取組みに活用し

ていきたい。 

 

引用文献 

1)  山元憲一、荒木晶、半田岳志(2013)ムラサキイガイの餌投与に伴

う鰓換水の変化、水産大学校研究報告、62(1)、 p1-4 

2)  楠木豊(1977)マガキの濾過水量の測定法について、日本水産學會

誌、43(9)、 p1069-1076 

3)  A.Fiala-Medioni(1978)Filter-feeding ethology of benthic 
invertebrates(Ascidians).Ⅲ .Recording of water current in 

situ—Rate and rhythm of pumping, Marine Biology 45, p185-190 

4)  A.Fiala-Medioni(1978)Filter-feeding ethology of benthic 
invertebrates(Ascidians).Ⅳ .Pumping rate, filtration rate, 

filtration efficiency． Marine Biology 48, p243-249 

5)  Holmes.N(1973)Water transport in the ascidians Styela clava 
Herdman and Ascidiella aspersa, Journal of experimental 

marine biology and ecology 11, p1-13．  

6)  Kustin K． , K.V.Ladd, G.C.McLEOD, D.L.Toppen(1974)WATER 

TRANSPORT RATES OF THE TUNICATE CIONA INTESTINALIS 

Biol.Bull.147, p608-617 

7)  A.Fiala-Medioni(1974)Ethologie alimentaire d'invertebres 
benthiques filtreurs(Aascidies).Ⅱ .Variations des taux de 

filtration et de digestion en fonction de l'espece, Marine 

Biology 28, p199-206 
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水 辺 の生 きものを用 いた水 環 境 の情 報 発 信 の取 組  

                                  

○高柳充央、福永顕規、関昌之（川崎市環境総合研究所）  

 

 近年、本市の水環境は河川・海域ともに大幅に改善してきているが、

市民実感の点においては更なる向上の見込がある。この度、人々に親し

みのある「水辺の生きもの」をテーマに市民の環境配慮意識の向上につ

なげる取組として、地域ごとの水環境の状況を分かりやすく伝える啓

発動画及び冊子の作成を行った。本発表では、広報物の作成において工

夫した点と、作成物を使用した今後の活用方法について紹介する。 

 

１  はじめに 

本市の水環境は、昭和 30、40 年代の経済発展に伴う水質環境の悪化

から、市民・事業者・行政がそれぞれの立場で取組を行い、その歴史を

克服してきた。しかしながら、市民実感の点において水環境分野では更

なる向上の見込があると思われる。令和元年度に行った「川崎市の大気、

水などの環境に関するアンケート」による市民意識調査では、自宅周辺

の「川・海などの水のきれいさ」における満足度は５割に至らず、これ

は「空気のきれいさ」に関する項目よりも低い。また、「大気や水など

の環境の状況についての関心」についての項目では、「関心があるが、

特に自分から調べたりしたことはない」や「特に関心はない」という回

答が過半数を占めるという結果となった（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの結果を鑑みると、環境について馴染みのあるテーマで、効果

的に情報を発信することが市民の環境配慮意識の向上に最もつながる

と考えられる。そこで本市は、人々に親しみのある「「水辺の生きもの」

に着目し、地域ごとの水環境の状況を分かりやすく伝える啓発動画及

び冊子の作成を行った。 

 

２  情報発信の目的と位置づけ 

2.1 本市計画における環境教育と情報発信の位置づけ 

 本市では、先述のアンケート結果や移りゆく環境課題を踏まえた大

図 １  川 崎 市 の 大 気 、 水 な ど の 環 境 に 関 す る  

  ア ン ケ ー ト 調 査 （ 令 和 元 年 度 実 施 ）  
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気、水環境分野における今後の方針、具体的な取組、市民、事業者の皆

様との連携などを位置づけた「川崎市大気・水環境計画」を令和４年に

策定している。当該計画では、基本施策の方向性の一つとして環境配慮

意識の向上を挙げており、市民が水辺にふれあうきっかけの創出や、大

気や水などの環境の大切さを直接伝える取組を推進することで大気や

水などの環境への関心を高め、環境配慮意識の向上を図ることを目的

としている。また、情報発信の手法や内容を世代ごとに分かりやすく整

理し、効果的な情報発信や環境教育を推進するなど、情報を適切に伝え

る取組も施策の中のリーディングプロジェクトとして位置づけている。

この環境配慮意識の向上に向けた取組事例として本市は、市民参加型

の水辺に親しむイベントを開催しており、毎年多くの参加者に市内の

水環境に係る情報を知ってもらっている。今後は、より効果的な情報発

信を通した環境教育を進めていく必要があると考え、水辺に親しむイ

ベントや地域の水辺の様子を撮影し、そこにすむ水辺の生きものの紹

介と環境保全に関する動画を作成した。また従来、環境教育教材として

使用している水辺の生きものに関する啓発冊子を、情報発信をしてい

くうえでより効果的なものとなるよう工夫し、リニューアルを行った。 

2.2 水環境啓発における河川の生きものの重要性 

 河川に生息する生きものは、その地点の水質などといった水環境の

良好性を示す指標となる。水質の改善は生きものにとってより良い生

息・生育の場をもたらすため、その地点で見られる魚類や底生生物（水

中に生息するヤゴなどの生物）の種を

多様化させる。特に、底生生物の種類を

調べて点数化することにより河川の水

質を評価することができる。環境省が

定める「水生生物による水質評価マニ

ュアル-日本版平均スコア法-」1）では、

国内で見られる底生生物を種類別に 10

点満点でスコア化しており（図２）、実

際に見つかった生きものの種類から平

均スコア（ASPT）を算出し、その地点

の水質を評価することができる。ASPT が高いほど河川水質が良好とい

える。このように、地域の水環境を評価するうえで ASPT を用いた評価

方法は、同一地点における長期的な水質状況の評価や異なる水域間の

比較を可能とするため、有意義な指標であると同時に、生きものの出現

状況と水質とを結び付けやすいため、市民にとってよりわかりやすい

評価方法となる。啓発動画及び冊子の作成においてはこの評価方法を

流用し、環境配慮意識の向上につながるようわかりやすい解説に努め

ている。 

 

図 ２  環 境 省 「 水 生 生 物 に よ る 水 質  

評 価 マ ニ ュ ア ル -日 本 版 平 均  

ス コ ア 法 -」 よ り 抜 粋  
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３  情報発信の取組事例の紹介 

3.1 かわさき水辺の生きもの（動画） 

 今回、水辺の生きものの啓発動画は外部業者を介さず職員のみの手

で作成することとした。自前で動画の構想から撮影、編集、発信までを

完結させることにより、費用の削減、完成までの時間の短縮、構想段階

と完成段階でのギャップの解消、職員の動画編集能力の向上など、多く

の利点があると考えられる。また、必要に応じて自身で修正を行うこと

ができるので、適時動画をアップデートすることもできる。動画編集ソ

フトは市販の Wondershare Fimora 12 を用いた。動画の作成にあたっ

ては、本市の細長い地形により異なる生態系が確認されているという

現状を踏まえ、地域の特性に沿って丘陵部編、内陸部編、臨海部編の３

本を２か年で作成する計画とした（図３）。なお、本年度は作成の２年

目であり、現時点で内陸部編（図４）の発信が完了している。以降は内

陸部編の動画の説明となる。 

  

 

 

 

 

 

 

撮影場面（場所）は市民参加型の水辺に親しむイベントである多摩川教

室（高津区二子橋周辺）とガサガサ体験（多摩区緑化センター周辺）と

した。動画の構成としては、まず初めに撮影地点の特徴について説明し

たのち、実際にイベントに参加した子どもたちが捕まえた生きものを

紹介していく流れとなる。その後、先述の ASPT に基づいた生きものと

水質の関係について、登場した生きものを用いて解説をしつつ、最後に

より良い水環境の保全を目指して視聴者の方が生活の中でできること

や水質事故が発生している現状について触れることにより、視聴者の

環境配慮意識の向上を促す結論につなげた。動画内の BGM、効果音はす

べて編集ソフトの中に内蔵されているものを使用し、雰囲気に合わせ

たメロディを組み合わせ、ナレーションはすべて編集ソフトの AI 音声

を使用した。 

3.2 かわさき水辺の生きもの（冊子） 

 かわさき水辺の生きもの（冊子）は、1977 年から続く市内の水生生

物調査の結果を用いて作成した環境教育用冊子で、５年ごとにデータ

を更新することにより改訂を行っている。昨年度はこの改訂の年にあ

たったため、よりわかりやすい内容となるようなリニューアルを行っ

図 ３  水 辺 の 生 き も の（ 動 画 ）の 概 要  図 ４  動 画（ か わ さ き 内 陸 部 編 ） 
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た（図５）。改訂における大きな改

善点は以下の２つである。１つ目は

生 き も の の 写 真 デ ー タ の デ ジ タ ル

化である。従来の冊子では調査地点

で 発 見 さ れ た 生 き も の の 写 真 デ ー

タ は 一 部 の 生 き も の を 除 き 多 く が

写真データを公開しておらず、種名

の記載のみであった。そこで、種名

と 写 真 へ 市 民 が 簡 易 に ア ク セ ス す

ることを目指し、生きものの写真の

データベースをホームページに構築し、QR コードによる連携を行った。

現在は、市内の調査地点 24 地点について、いつでも QR コードから調

べたい地点の写真データベースへとアクセスすることができる（図６）。

２つ目の改善点は ASPT を踏まえた底生生物と水質の関係の紹介である。

そ れ ま で の 水 質 と 底 生 生 物 の 関 係 に は 有 機 物 の 指 標 で あ る BOD

（ Biochemical Oxygen Demand）を使用していたが、近年水質が改善さ

れて BOD が低下したことにより生きものとの関係性がわかりにくくな

っていた。そこで、ASPT に使用されている 10 段階のスコアを４色で表

現して視覚的にわかりやすい表示に改善している（図７）。 

 

４ 今後の展望 

 今回紹介した動画、冊子どちらの媒体も作成し公開するだけにとど

まらず、能動的に情報発信をしていくことが必要である。情報発信の手

段としては、市民参加型のイベントや小中学校などでの出前授業での

活用を目指している。私たち一人ひとりが大気や水などの環境の現状

と課題についての理解を深めて「自分ごと」としてとらえることにより、

環境に配慮した行動が促進され、市内の環境がより良い方向へと向か

うことが期待される。 

 

引用文献 

1）水生生物による水質評価法マニュアル－日本版平均スコア法－環境

省（平成 29 年） 

図 ５  冊 子 表 紙 ・ 裏 表 紙  

図 ７  AS P T に 基 づ い た 水 生 生 物 と 水 質 の 関 係  図 ６  QR コ ー ド か ら の ア ク セ ス 例  
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神奈川県環境研究合同発表会 (2024 年 6 月 12 日 13 時) 
 
国内 PFAS 問題解決のためのストラテジー、基礎から応用まで 
 
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 上級主任研究員 山下信義  
(PFAS 対策技術コンソーシアム会長) 
 

ペル及びパーフルオロ化合物 (PFAS)は、過去半世紀以上産業用途で多用途に使用されてきたが、2000
年に極域の野生動物血液中から PFOS が検出され、これに対応する 3M 社のスコッチガード販売停止で
注目を集め、PFAS 全球汚染の解明、各国の陸水・地下水・土壌の全国調査、PFAS の生産使用量削減と
代替物開発、環境修復技術の開発等、国外では過去 20 年以上有害化学物質研究の焦点となってきた。 

その一方で、国内では 2009 年にストックホルム条約で決定した PFOS/PFOSF 生産使用の禁止から、
2019 年にアメリカ EPA が公開した PFAS アクションプランまで、約 10 年間ほとんど注目されず、国内
関連研究も限定的であった。状況が変わったのが 2020 年 4 月の米軍普天間基地からの泡消火剤(AFFF)
流出事故報道で、米軍基地移転問題、日米地位協定等、報道されやすい状況がそろったため、注目を浴び
やすい血液中 PFOS/PFOA の疫学的評価を中心にマスメディアで報道されるようになった。 

社会的注目もあるが、主に REACH/RoHS 指令など欧州向け製品中の PFAS 規制とアメリカ EPA の
PFAS アクションプランの影響もあり、遅まきながら国内でも 2022 年に「ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ含有廃
棄物の処理に関する技術的留意事項」が環境省より公開されたが、これはダイオキシンなど従来の POPs
処理技術を流用した、国内で受け入れやすい焼却処理を前提としたものである。しかし PFAS の最大の
特徴は「水溶性/難水溶性・揮発性/不揮発性など、物理化学性の大きく異なる数千種類の化学物質群」で
あるため、単純な焼却処理のみの対策は実効性が低い。国外では吸着回収、メカノケミカル分解、(電気)
化学分解、光分解、phytoremediation (植物吸収処理)など、数多くの PFAS 処理技術が急速に開発されて
おり、PFAS 環境修復技術は多くの国ですでに軌道に乗っている。 

しかし国内では、行政的に使いやすく、マスメディアも記事にしやすい「リスク評価」を中心に PFAS
問題を議論してきたため、国外で先行する PFAS 環境修復技術は最近までほとんど知られていなかった。
この点に注目し、2021 年 6 月 21 日に産業技術総合研究所に設立された「PFAS 対策技術コンソーシア
ム」(https://unit.aist.go.jp/mcml/rg-org/pfasconsortium.html)では「PFAS の高度計測と環境修復技術」
に特化した、産学官連携コンソーシアム活動を開始した。ISO25101 や ISO21675 に代表される PFAS の
高精度分析技術の普及と国外で実用化されている PFAS 環境修復技術の国内紹介を徹底した結果、コン
ソーシアム活動開始から二年間で、会員団体より PFAS 対策技術の特許提案を達成し、多くの現場で
PFAS 環境修復技術の実用化に先鞭をつけることに成功した。現時点で環境省・農林水産省・経済産業省
を含む会員団体 52 機関、会員数 108 名、行政・民間・研究機関・大学から「国内 PFAS 問題を解決する」
ための産学官連携組織として、国内だけではなく、PFAS 問題の大元でもあり、最先端の PFAS 対策技術
を実用化している 3M 社、スウェーデン FORMAS プロジェクト、欧州多国間地下水中 PFAS 浄化プロ
ジェクト(LIFE-SOuRCE)など、国外 PFAS 専門家集団とも密接な連携体制を確立している。 

 
 

https://unit.aist.go.jp/mcml/rg-org/pfasconsortium.html
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 上の年表を見ればわかるが、実は 2009 年の PFOS/PFOSF の生産使用が禁止された POPs 条約決定に
は日本企業も大きく貢献しており、世界初の PFOS/PFOA の国際標準分析規格 ISO25101 の発行からも
分かるように、2009 年までは日本とカナダの PFAS 研究が世界を大きくリードしていた。残念ながら国
内所管・産業界・研究機関のほとんどが、2009 年の POPs 条約で PFOS 問題が終了したと判断したこと
(と産総研 PFAS 研究チームが国外研究にシフトした事)が、現在の混乱につながっている。国外では
REACH/RoHS 指令に続き、ECHA 規制で PFAS 含有製品の厳格な管理が公開されたことからわかるよ
うに、PFOS/PFOA の POPs 条約追加以降も「多種多様な PFAS 群」の研究・対策技術の開発が飛躍的
に進んできた。 
 現在、国内産業界が悲鳴を上げている ECHA 規制も、全く驚くべき提案ではなく、PFAS 研究の国際
動向を理解していれば十分予想できた提案であり、「国内 PFAS 研究の失われた 15 年」の理由は、日本
の国際競争力の低下と一致する。少子高齢化も含め国力衰退は構造的欠陥であり、付け焼刃の政策で解
決することは困難であるが、「PFAS 対策について」は、国外で先行する最新技術を十分理解し、国外の
PFAS 専門家と円滑な協力体制を確立、国内に最適な技術を速やかに普及することで「今なら改善可能」
である。 
 PFAS 対策技術コンソーシアムで一般公開しているデータベースから明らかなように、PFAS 汚染状況
の調査・発生源の特定、汚染の低減、汚染された環境からの PFAS 除去に必要な技術はすでに数多く開
発されている。これらの技術の普及を阻んでいるのは既存の社会システムの構造的欠陥に過ぎないが、
指針を示すだけの国と住民の危機感の板挟みで、一番苦労しているのは地方自治体の PFAS 担当と考え
られる。 

本講演では、特に地方自治体の PFAS 対策現場の問題点を明らかにし、今現在何ができるか、数年後
に予想される PFAS 対策事業の具体的プランについても解説する。また国内現行システムでは難しいが、
10 年後、20 年後に予想される国際的 PFAS 管理の厳格化を想定し、どのような PFAS 対策をシステム化

PFAS 問題の経緯 (2009 年まで) (オリジナルは 2009 年山下作成資料より、水環境学会誌 (43 (A), 9, 307-312, 

2020) 「水および大気中有害物質トレーサー研究の最前線 - ペルフルオロアルキル化合物(PFAS)とビスフェノー

ルを中心に」、朝日新聞 PFOS 取材班、NHK サイエンスゼロ取材等への提供資料) 
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すれば世界に取り残されることなしに、PFAS 使用産業の持続的発展(税収確保)と住民の安全との両立が
可能かについても考えたい。 

また、もし希望があればスウェーデン・ウプサラ市など PFAS 対策技術の最先端を走っている国外地
方自治体との姉妹協定・情報交換についてもサポートは可能なため「Game Changer」として国内 PFAS
対策に臨む現場担当者の意欲的な参加を歓迎する。 


